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飲んだら乗らない 飲んだ人に車を貸さない
乗る人に飲ませない 飲んだ人の車に同乗しない

いの警察署
参 893－1234

酒酔い運転
罰　則

5年以下の懲役又は
100万円以下の罰金
違反点

35点→免許取り消し
酒気帯び運転
罰　則 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
違反点 13点（0.15以上0.25mg未満）→免許停止

25点（0.25mg以上）→免許取り消し
※（　）内の数値は呼気1リットル中のアルコール濃度

車両提供の禁止

罰　則

5年以下の懲役又は
100万円以下の罰金

酒酔い運転の場合

罰　則

3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金

酒気帯び運転の場合

酒類提供の禁止

罰　則 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒酔い運転の場合

罰　則 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
酒気帯び運転の場合

同乗の禁止

罰　則 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒酔い運転の場合

罰　則 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
酒気帯び運転の場合

「ハンドルキーパー運動」に
ご協力ください

ハンドルキーパーとは？
自動車で仲間と飲食店など
へ行く場合に、お酒を飲まな
い人（ハンドルキーパー）を
決め、その人が、仲間を自宅
まで送り届ける運動です。

　警察では、過激派による「テロ、ゲ
リラ」事件を未然に防ぐため、非公然
活動家の発見や過激派アジトの摘発
に全力を挙げていますが、そのために
は県民の皆さんのご理解とご協力が
欠かせません。
　皆さんの周囲で、少しでも「変だな」
「おかしいな」と思うことがありました
ら、110番又は、お近くの警察署や交
番、駐在所まで連絡をお願いします。

過激派アジトに見られる特徴
①善良な市民を装い、偽名でマンション
やアパートに住んでいる。

②部屋への出入りの際、周囲を気にして
いる。

③ひそかに複数の人
が出入りしている。

④ことさらに近隣の
住民と接しないよ
うにしている。


